
労
働
保
険
料
の
納
期
限 

第
２
期
分
口
座
振
替
日
１０

月
３１

日
（
月
） 

 

口
座
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

対
象
者
に
は
「
労
働
保
険
料
等
口
座 

振
替
の
お
知
ら
せ
」
の
ハ
ガ
キ
が 

中
条
民
商
か
ら
届
き
ま
す
。 

 

 

（村上市ホームページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 

月 1,000 円 

見舞金・祝金 

寄付できるもの 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

過
払
い
金
の
相
談
も
受
付
し
て
い
ま
す 

１１

月
の
無
料
法
律
相
談 

日 

時 

１１

月
８
日
（
火
） 

 
 
 
 

午
前
１０

時
３０

分 

会 

場 

村
上
民
商
事
務
所 

弁
護
士 

新
潟
中
央
法
律
事
務
所 

 

小
淵
真
理
子
弁
護
士 

※
相
談
受
付
締
め
切
り 

１１

月
４
日
（
金
） 

☆
相
談
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に
電
話
で
予
約
を
。 

☆
緊
急
の
相
談
は
新
潟
市
の
同
法
律
事
務
所
で
す
。 

事
務
局
ま
で
連
絡
を
。 

村上民商ニュース① 
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ース 

大
腸
が
ん
検
診
の
ご
案
内 

検
診
実
施
日 

１１

月
１４

日(

月)

、
１５

日(

火) 

容
器
回
収
場
所 

民
商
事
務
所
玄
関 

 

※
詳
細
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、 

申
し
込
み
を
希
望
の
方
は
民
商
へ
ご
連
絡
を
。 

令和 4年 8月 3日からの大雨による災害に伴う市税の減免について 
 

対象となる税額  令和４年度の市税等で納期が令和４年８月３日以降のもの 
 

減免の対象者  以下のすべての条件を満たしている場合は、減免の対象となります。 
 

介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税 
・納付義務者本人または同一生計者の所有する住宅等の損害割合が 10分の 3以上ある場合 

（罹災証明において「中規模半壊」以上） 

・令和 3年中の合計所得額が 1,000万円以下の世帯 

（介護保険料は令和 3年中の合計所得額が 750万円以下の世帯） 
 

市県民税 
・納付義務者本人または同一生計者の所有する住宅の損害割合が 10分の 3以上ある場合 

（罹災証明において「中規模半壊」以上） 

・令和 3年中の合計所得額が 1,000万円以下の個人 

（被害のあった住宅の所有者と同一生計内の扶養親族等に限る） 
 

固定資産税 
・固定資産税の課税対象の住宅などの損害割合が 10分の 2以上ある場合 

（罹災証明において「半壊」以上） 
 

申請方法 
介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、市県民税は対象者へ 10月以降に申請 

書を郵送いたします。 

村上市役所本庁または各支所の地域振興課市民生活室でお手続きください。（郵送での申請も可 

能です。） 

固定資産税は 10月中旬以降に対象者へ連絡する予定です。 
 

申請期限  令和 5年 3月 31日（金） 

村上市 



  

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 

月 1,000 円 

見舞金・祝金 

 

NO.486村上市仲間町３３４ 

村上民主商工会 

☎75-5272  ＦＡＸ62-7392 

建設業許可を受けているみなさま 

◇変更届出書   事業年度終了後、４ケ月以内に提出 

             【例】 １２月決算 → ４月までに提出 

◇組織の変更   変更後３０日以内に提出 

              代表者や役員、商号、名称、所在地、 

資本金額などの変更 

◇経営業務管理責任者・専任技術者などの変更・追加 

変更後２週間以内に提出 

         【例】代表者や役員の変更、商号、名称など 

事業年度が終了したときや建設業許可を受けた内容に 

変更があったときは「変更届」を提出しましょう。 
 

建設業の許可 
  

建設工事を請け負う営業をする場合、 

公共工事・民間工事にかかわらず、 

「軽微な建設工事」を請け負う場合を除き、 

建設業の許可を受けなければなりません。 

 
「軽微な建設工事」とは、 

建築一式工事については、工事１件の請負代金の 

額が税込１，５００万円未満の工事または延べ面積が 

１５０平方メートル未満の木造住宅工事 
 

建築一式工事以外の建設工事については、 

工事１件の請負代金の額が税込５００万円未満の工事 


